
徴収の猶予　特例　イメージ

〈新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方〉
※納税者、特別徴収義務者で、個人・法人の別を問わない

※申請書は、新型コロナウイルスの感染予防のため、①電話で申し込むか、②市のホームページからダウンロードするか、③eLTAXで申請するか、いずれかの方法で取得する。
　

①電話で、申請書を請求 　②市収納課ホームページで、 ③地方税共同機構のホームぺージ
　　申請書等をダウンロード 　（https://www.eltax.lta.go.jp/）

　で、申請書等をダウンロード

〈市役所〉
●収納課　☎０４９４－２２－２２１０

④郵送で、申請書等を送付

〈納税者等〉 〈納税者等〉

⑤郵送で、申請書等を返送・送付 ⑥eLTAXの申請手順に基づいて、
　申請書等を送信

〈市役所〉

⑦郵送で、許可書を送付

〈納税者等〉

※猶予期間中に計画的に分割納付することもできます。

（１）令和２年２月以降、事業等の収入が前年同期に比べ概ね２０％以上減少している
（２）一時に税を納めることが困難である
　⇒新型コロナウイルス感染症の影響により、（１）（２）のいずれも満たす場合に対象となる

（１）本人確認等を行ったうえ、申請書、収入状況報告書を送付
　※返信用封筒を同封

（１）申請書、収入状況報告書に必要事項を記入
（２）収入や現預金の状況が分かる資料を添付

（１）申請書、収入状況報告書に必要事項を記入
（２）収入や現預金の状況が分かる資料を電子ファイル化する

（１）申請書等で要件を審査のうえ、許可を決定
（２）許可書を、納税者に送付

（１）許可書を受領
（２）猶予期間終了後に、税金を納める※
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